
伊勢原市せん定枝粉砕機貸出事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、一般家庭から排出されるせん定枝の資源化と減量化を図るととも

に、循環型社会の形成に向けた市民意識の向上を推進するため、せん定枝粉砕機（以

下「粉砕機」という。）の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

（対象者）

第２条 粉砕機の貸出対象者は、市内に住所を有する個人で、自らの責任において適正

な利用ができる者（以下「利用者」という。）とする。ただし、市長が特に認める場合

はこの限りでない。

（予約）

第３条 粉砕機を利用しようとする者（以下「利用希望者」という。）は、利用希望日

の前日までに所管課に利用予約しなければならない。

２ 予約の受付開始日は、利用希望日の属する月の１か月前の月初めからとする。

（申請）

第４条 利用希望者は、粉砕機の借受時に伊勢原市せん定枝粉砕機利用申請書（第１号

様式）を市長に提出しなければならない。なお、この際に利用希望者の身分を証する

書類を提示するものとする。

（貸出期間）

第５条 貸出期間は、原則として引渡日を含めて５日以内とする。

（利用料等）

第６条 粉砕機の貸出利用料は、無料とする。

（貸出条件等）

第７条 粉砕機を利用できる回数は、原則１か月に１回１台を限度とする。

２ 利用中に生じる経費は、利用者が負担する。

３ 粉砕したせん定枝は、宅地内等での自然還元処理を優先し、ごみ集積所に出しては

ならない。

４ 利用者は、粉砕機を第三者に転貸してはならない。

５ 利用者の過失により、粉砕機を損壊又は破損した場合において、原状回復ができな

いときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

６ 粉砕機を返却するときは、清掃し、借受時の状態で返却しなければならない。

７ 粉砕機を利用する際は、騒音及びせん定枝の散乱等に十分配慮し、近隣住民に迷惑

を掛けないようにしなければならない。

（利用報告書）

第８条 粉砕機を返却するときは、伊勢原市せん定枝粉砕機利用報告書（第２号様式）

を市長に提出しなければならない。なお、粉砕機の故障又は異常等がある場合は、そ

の旨を所管課に報告し、必要な指示を受けるものとする。

（事故等の処理）

第９条 粉砕機の運搬又は使用上において、利用者の不注意等により事故及び負傷等を



被ったときは、利用者は、自己の責任においてこれを解決するものとする。

（貸出しの中止）

第１０条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、貸出しを中止するこ

とができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により貸出しを受けたことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、貸出しを中止することが適当であると認められるとき。

（その他）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成１８年７月１日から施行する。

附 則（令和４年１月６日告示第２号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（令和５年３月３１日告示第４１号）

この告示は、令和５年４月１日から施行する。



第１号様式（第４条関係） 

 

伊勢原市せん定枝粉砕機利用申請書  

 

                               年  月  日 

 

 伊 勢 原 市 長 殿  

 

 

          （利用申請者） 住  所  伊勢原市 

 

                  氏  名 

 

                  電話番号 

 

 

  次のとおり、せん定枝粉砕機の利用について申請いたします。 

利 用 期 間      年  月  日から  月  日まで（   日間） 

利 用 場 所 

 

 

 伊勢原市 

 

 □住所に同じ 

本人確認等 

 

 

 □運転免許証（第                 号） 

 □     （                     ） 

 

機   種      号機    

 

  私は、せん定枝粉砕機の利用にあたり、使用上の不注意等により事故及び負傷等を 

負ったときは、自己の責任においてこれを解決し、市に損害等の請求をいたしません。 

 

          年   月   日 

 

                                 氏  名                             

 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

伊勢原市せん定枝粉砕機利用報告書  
 

利 用 者 

 

 

住  所  伊勢原市 

氏  名  

電話番号     －         

利 用 期 間     年  月  日 ～  月  日（  日間） 

利 用 機 種               号機 

粉  砕  量 

（資源化量） 

                           ※４５㍑ごみ袋１袋、４ｋｇとして 

         ｋｇ       換算して数量を計算して下さい。 

粉 砕 枝 の 

利 用 方 法 

 

 

 

 

＊該当する□にレ点でチェックしてください。 

□堆肥の原材料       □クッション材 

□雑草防止材        □芝生地の代用 

□家庭菜園や花壇の土    □マルチング（根覆い）材 

□散策路等の舗装材 

□その他（                        ） 

ご 利 用 に 

あたっての 

アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊該当する□にレ点でチェックしてください。 

（貸出事業の必要性）             （従来の処理方法） 

□必要である                     □もえるごみとして集積所へ排出 

□必要ない                       □焼却処理 

□どちらともいえない             □その他（                     ） 

 

（機械の操作方法）               （機械の処理能力） 

□簡単に操作できて、使いやすい   □思ったより能力がある 

□操作が難しく、安全面でも心配   □ちょうどよい 

 である                         □もっと太い枝まで処理できる方 

                                   がいい 

（その他）複数回答可 

□また機会があれば利用したい 

□同様な機種を自家用として購入したい 

□市で購入費の一部補助をしてもらいたい                             

※ その他ご意見等がありましたら、記入願います。 

                                  

                                  

                                  

                                  

 


